
平成 27年 1月 28日 

各 位 

株式会社 関西アーバン銀行 

 

「大阪府円安対策特別融資」の取扱い開始について 

 

株式会社関西アーバン銀行（頭取：橋本 和正）は、大阪府中小企業者向け制度融資の「チャ

レンジ応援資金（金融機関提案型）」において、平成 27 年 2 月 2 日（月）より、新たに「大阪府

円安対策特別融資」の取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。 

 

本商品は、急速な円安の進展により、原材料価格高騰等の影響を受けている中小企業者の皆さ

まを金融面からサポートさせていただくものです。 

 

当行は、今後も地域密着のリテールバンキングを推進し、一層の地域経済の活性化に貢献して

まいります。 

 

 ＜「大阪府円安対策特別融資」の概要＞ 

名称 「大阪府円安対策特別融資」 

ご利用いただける 

お客さま 

大阪府内において事業を営んでおり、急速な円安の影響を受けてい

る中小企業者 

お使いみち 円安の影響による輸出の増加等に伴う運転資金・設備資金や原材料

高騰等により利益が減少したことによる運転資金や省力化等に向

けた設備資金等 

ご融資金額 【大阪信用保証協会保証付】 

 2億 8,000万円以内（うち無担保 8,000万円以内） 

【大阪信用保証協会保証なし】 

 10億円以内 

ご融資利率 当行所定の金利料率を適用 

ご融資期間 【大阪信用保証協会保証付】 

 運転資金（有担保・無担保） 7年以内 

 設備資金（無担保）     7年以内 

     （有担保）    10年以内 

【大阪信用保証協会保証なし】 

 運転資金（有担保・無担保） 7年以内 

 設備資金（無担保）     7年以内 

     （有担保）    20年以内 

 

以 上 

 

 

 


